
【エラーチェンク済】
｀

(そ の 1)

(ふ  り が な)

1政 治 団 体 の 名 称

2主 た る事 務 所 の所 在 地

(アパート・マンション名)

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

おかだひろしこうえんかい

岡田広後援会

茨城県水戸市見和 2-198-11

幡谷

(名 )

祐一

illlllllllll

資金管理団体の指定の期間

から

まで

(※複数の期間がある場合 2つめ以降の期間)

平成23年分
開催分)

国会議員関係政治団体の区分

□ 政治資金規正法第19条 の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

日 政治資金規正法第19条 の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公 職 の 候 補 者 〔姓)  l名 )

の  氏  名 岡田   広

公 職 の 種 類 参議院議員

(現職・候補者の別) (現職)

公 職 の 候 補 者 牲 ) (名 )

の 氏 名 (2人 目)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

公 職 の 候 補 者 継 ) (名 )

の 氏名 (3人 目)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで

(※複数の期間がある場合 2つめ以降の期間)

収 支 報 告 書 2写 b

(姓)

(姓)

助川

(名 )

均

事 務 担 当 者 の 氏 名

(姓)

大塚
④
蜂

(伺三言舌)      03-6550-0414

(電話 )

(電話 )

政 治 団 体 の 区 分

党

部

体金

政

政

政

□

□

□

党   の

治  資

支

田

□ 政治資金規正法第18条 の 2第 ■頂

規 定 に よ る 政 治 団 体

日 そ の 他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

活 動 区 域 の 区 分

□ 2以上 県の区域等 日 同一 の区域内

資金管理団体の指定の有無

の

有

無

職

□

回

公 種 類

(現職・候補者の別)

資金管理団体の届 (姓 )

出を した者 の氏名

(名 )

245.38



又 支 の 状 況
【エラーチェック済】

(その2)

1 収支の総括表

45,209,978
44,050, 358

1, 159, 620
■
Ｅ
■ 014,

医
Ｊ

７
１

Ｒ
Ｕ

44,195,303_

収 入 総 額

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金  額 0

員  数 (党費又は会費を納入した人の数)

9)寄 附

備 考金 額

1, 155 000
0

0

0

1, 155,000
0

0

1, 155, 000

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分

併)個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

営)法人その他の団体からの寄附

●)政 治 団 体 か ら の 寄 附

小 計  併)十  (つ  + け)

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合 計   (ア +イ )

Z



【エラーチェック済】

:子

i:i手::iir

(その 6)

備 考

620

6204

額金

1件 10万 円 未 満 の も の

計合

(6)その他の収入

要摘

10

2

13

41

6

7

8

9

1

2

3

4

5

四

多



【エラーチェック済】

(その 7)

1.個人

備  考職業 (又は代表者の氏名)

会社役員

会社員

寄附者の区分

住  所 (又は所在地)

つくば市研究学園C-47街区52

笠間市南小泉777

仔)寄 附 の 内 訳

年 月 日

H23/4/20

H23/4/26

金 額

1, 000,000

5,000

150,000

155,0001,

寄附者の氏名 (又は名称)

寺島 孝雄

角田 恵司

そ の 他 の 寄 附

合 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

12

13

1 4

15

子



【エラーチェック済】

(その13)

3 支出項 目別金額の内訳
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0
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額金

但)調 査 研 究 費

交  付  金(5)寄  附

(6)そ の 他 の 経 費

′Jヽ 計

計〈
口

2政

(1)組

動

動

費

費活

活

織

治

9)選 挙 関 係 費

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

1経

(1)人

費

費

経

件

常

(2)光 熱 水 費

消 耗 品 費(3)備 品

狙)事 務 所 費

計ィ1ヽ

(1)支 出 の 総 括 表

目項



【エラーチェッタ済】

子予||:,

(その 14)

2.光熱水費

備 考
支出を受けた者の住所

(又は所在地)

水戸市見和2-198-H

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏名
(又は名称 )

広和会

年 月 日

H23/12/28

修)経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

100,000

0

100,000

支 出 の 目 的

光熱水費

そ の 他 の 支 出

ハ
ロ 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

12

と3

14

1 5

b



【エラーチェック済】
:illll::li:|

(その 14)

4.事務所費

備 考
支 出を受けた者の住 Fプr

(又は所在地 )

水戸市見和2-198-H

水戸市柵町1-3-1

水戸市大塚町1852■

水戸市見和2-489-1

水戸市見和2-489-1

水戸市見和2-198-H

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏名
(又は名称)

広和会

茨城県水戸県税事務
所

茨城 トヨタ自動車仰

(有lアイオー ト

lttlア イオート

広和会

年 月 日

H23/12/28

H23/6/6

H23/7/14

H23/10/20

H23/12/9

H23/12/28

(D経常経費 (人件費を除く。)の内訳

金 額

100, 000

58,000

18,000

180, 915

187,750

100,000

8,730

653, 395

支 出 の 目 的

地代

自動車税

自動車点検代

自動車修理代

自動車保瞼料

電話代

そ の 他 の 支 出

ハ
ロ 計

行番号

と

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

12

13

1 4

1 5

7



【エラーチェック済】

'11:il:'V

(その 1働

1.組織活動費

会合費

備 考
支出を受けた者の住所

(又は所在地)

水戸市見和2-25卜 10

水戸市見和2-25卜 10

水戸市見和2-25卜 10

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏名
(又は名称)

l抑イイジマ

腑イイジマ

腑イイジマ

年 月 日

H23/4/30

H23/8/27

H23/11/27

偲)政治活動費の内訳

金 額

58, 780

115, 600

91,900

0

261, 280

支 出 の 目 的

食事代

食事代

食事代

そ の 他 の 支 出

合 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

1 2

13

14

1 5

P



資 産 等 の 状 中況
【エラーチェック済】

(その17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 有 無

備 考全離

日

図

図

有

□

□

□

□

資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア 上 地

イ 建 勉

ウ 些塑Ω亜互生旦地上
=全

地上木獲丞lま上地QttЁ撞

エ ユ 径 Q但 鍾 n100五 旦 生 避 盈 登 動 産

オ嚢
金 (

並
旦

産ぴ (島蚤ぎ逹箸参墨狼
く

!́イま

力 全 銭 仁 邑

キ 互 イ面 王 券

ク 避 童 上 ± 全 撞 型

ケ 宜 旦盈 」上 ⊇ゑ 亘ど 型 五 旦生 避盈 登食 生全

コ 支 払 迎 狙 と 全 優 盗 迦 五 旦 生 避 盈 乙 数 全

サ
取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権

五可

シ 造災上ビ上金盛重ど赳 五巳≧通な乙造Å全

P



圭
日

五
爵

心旦(そ の20)

添付書類 (別添のとおり)

回  1 領収書等の写し

回  2 監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。 )

日  3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであつて、真実に相違ありません。

平成24年 5月  28日

政治 団体 の名称  岡田広後援会

会計責任者 の氏名  助川 均 ⑭

代 表 者 の 氏 名  (代表者については解散時のみ記入すること)

(印 )

/沙



政治資金監査報告書

平成 24年 5月 28日

岡田広後援会

代表 幡谷 祐一 殿

登録政治資金監査人 ,徽 H ttθ

登 録 番 号 第 2306号
研修終了年月日 平成21年 2月 20日

1 監査の概要

(1) 私は、政治資金規正法 (以下 '「法」という。)第 19条の 13第 1項

の規定に基づき、岡田広後援会の平成 23年 1月 1日 から平成 23年 1

2月 31日 までの法第 12条第 1項に規定する報告書並びに当該報告書

に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明

細書等及び振込明細書 (以下 「会計帳簿等の関係書類」という。)につ

いて、支出に関する政治資金監査を行つた。

(2) この政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより

政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」

(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行つたも

(3) 私の責任は、外部性を有する第二者として(国会議員関係政治団体の

会計責任者の作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マ

ニュアルに基づき政治資金監査を行つた結果を報告することにある。

(4) この政治資金監査は、岡田広後援会の主たる事務所において行つた。

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1) 法第 19条の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、

明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書等及び振込明

細書が保存されていた。

(2) 法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿に

は、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載

され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を

備えていた。

(3) 法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条

一
＼



第 1項に規定する報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を

徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表

示されていた。

(4) 法第 19条の 13第 2項第4号に規定する事項について、領収書等を

徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。

3 業務制限

岡田広後援会と私との間には、法第 19条の13第 5項の規定に違反する

事実はない。

また、岡田広後援会と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業

者との間においても、同様である。

以上

叫
＼


